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■１．はじめに 

近時、芸能人やスポーツ選手がオンラインカジノを利用していたことが発

覚し検挙されたケースが相次いでいます。 

昔からいわゆる賭博に関与した者の検挙事例はありましたが、デジタル化

社会において「オンラインカジノ」という形で顕在化してきたともいえま

す。 

スマートフォンの普及により、誰でも気軽にオンラインカジノへアクセス

できる可能性がある反面、その危険性の認知度はまだまだかもしれません。 

最近、警察庁は「日本国内ではオンラインカジノに接続して賭博を行うこ

とは犯罪です」「『知らなかった』では済まされません！」と啓発ポスターを

作成して、その犯罪性を周知するようにしています。 

金銭トラブル、ギャンブル依存などの危険性もあることから、総務省や消

費者庁など各省庁、地方自治体も積極的な広報をしています。 

一般の方が簡単にオンラインカジノにアクセスできることもあって、従業

員が安易に関わってしまう事例も増えています。 

本レポートでは従業員にオンラインカジノの疑いが生じたときの対応につ

いて考えていきたいと思います。 

■２．オンラインカジノとは 

（１）オンラインカジノとは 

明確な定義はありませんが、一般にオンラインカジノとは、インターネ

ット上でカジノ等のゲームを行い、その結果に金銭等を賭けるものと考え

られます。 

そして、刑法では「賭博をした者」（刑法１８５条本文）を処罰していま

す。「賭博」とは、偶然的な事情に関して、金銭等の財物を賭けて、勝敗を

争うことです。 

したがって、オンラインカジノに接続して「賭博」を行うことは、犯罪
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です。 

賭博罪（刑法１８５条本文） 

「賭博をした者は、５０万円以下の罰金又は科料に処する。」 

常習賭博罪（刑法１８６条１項） 

「常習として賭博をした者は、３年以下の拘禁刑に処する。」 

オンラインカジノに関係したニュースが急増していますが、次のような

オンラインカジノの特性が影響しているものと考えられます。 

（２）違法性の認識の希薄さ 

オンラインカジノは犯罪に当たらないとの安易な虚偽情報が多くあふれ

ています。「これはオンラインカジノではない」との情報に基づく誤解、こ

のサイトは大丈夫との誤解が多く存在します。 

「オンラインカジノ」という用語から想起できるゲームに限られず、ス

ポーツなどの勝敗に財物等を賭ける場合であっても同様であり、違法とな

るオンラインカジノは多種多様に及んでいます。 

オンラインカジノの違法性の認識が欠如していたり、希薄な例が多いの

ですが、違法性の認識がなくとも犯罪は成立してしまいます。 

（３）日本国内では違法 

確かに海外ではオンラインカジノを合法としている国もありますが、日

本国内からアクセスすれば、「賭博」罪に該当するものと考えられていま

す。 

国民の健全な経済生活の確保の視点から、日本国内で合法なのは法律で

認められる公営競技に限定されています。 

（４）オンラインカジノの手軽さ 

オンラインカジノは、誰でも２４時間３６５日、簡単にアクセスできま

す。匿名性が高いため、たとえ未成年者であってもアクセスできてしまい

ます。また、賭ける財物等の種類も現金に限定されず、電子マネー、クレ

ジットカード、暗号資産など、アクセス者にとって都合のよいもので賭け

ることができます。 

（５）依存性の高さ 

違法性の認識が乏しい人が多く、簡単にアクセスし、ギャンブルを継続

してしまう人が多い状況です。これが「やめたくてもやめられない」状態

を引き起こし、依存化しやすい環境が整っています。 

ギャンブル依存症は回復が容易ではない「病気」です。通常の社会生活

を送ることができず、勤務自体ができなくなるケースも存在します。 

■３．オンラインカジノの規制強化 

令和７年９月２５日、改正ギャンブル等依存症対策基本法が施行されまし
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た。改正の主たる目的は、オンラインカジノの規制強化です。 

違法オンラインギャンブル等サイトを提示する行為の禁止、インターネッ

トを利用して不特定の者に対して違法オンラインギャンブル等を誘導する行

為の禁止、国や地方公共団体による違法オンラインギャンブル等が禁止され

ている旨の周知徹底が定められました。 

近時のオンラインカジノ等をめぐる問題が深刻な状況にあることに鑑み、

違法であることを明確に宣言し、その周知徹底を図ることが目的と考えられ

ています。 

公営競技においてもオンライン化が進んでいますが、アクセス制限等を設

けるなど規制を進めています。 

■４．企業としてのリスクと責任 

（１）従業員自身のリスクと責任 

①刑事責任 

従業員がオンラインカジノで賭博を行えば、従業員には賭博罪が成立

し、刑事処罰を受けることになります。現在の社会状況を踏まえれば、

今後さらなる厳罰化も予測されるところです。 

刑事処罰を受ける手続として、従業員に対して逮捕勾留が実施される

こともあるでしょう。 

近年、オンライン上で行われる賭博事犯の検挙件数は急増していま

す。 

年 人数 

令和４年 ５９人 

令和５年 １０７人 

令和６年 ２７９人 

              (出典：警察庁ホームページ) 

②民事責任 

賭博で負ければ、お金は戻ってきません。また、賭博によって経済的

な利益が生じることは非常に少ないと言わざるを得ません。 

そして、従業員がオンラインカジノ運営者と金銭トラブルを起こすこ

ともあるでしょう。仮に、運営者に非があるトラブルであっても、金銭

を取り戻すことが困難となる場合も多いと考えられます。例えば、運営

者に金銭を預けていた場合でも、民事上、不法原因給付（民法７０８条

本文）に当たる可能性があり、返還請求が否定されるケースも存在しま

す。 

更に、ギャンブルと借金は往々にして切っても切れない関係がありま
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す。しかし、オンラインカジノで作ってしまった借金が膨れ上がった場

合、原則として自己破産による救済が得られないと考えられています

（破産法２５２条１項４号。免責不許可事由）。オンラインカジノで得

られる利益は無いのです。 

③社会的責任 

従業員がオンラインカジノに陶酔し、ギャンブル依存症に陥ることも

考えられます。従業員として社会的な責任を果たせなくなることもある

でしょう。 

ギャンブル依存症には医学的な治療が不可欠な病気です。従業員自身

が全うな生活を送れなくなる可能性があるのです。 

（２）企業としてのリスクと責任 

従業員のオンラインカジノ行為は、通常、従業員のプライベートな行動

の範疇の行為ですから、企業がオンラインカジノ行為に関する直接責任を

負うことは原則としてありません。 

ただし、企業には相応のリスクや責任が求められます。 

①従業員の刑事責任による影響 

従業員がオンラインカジノ行為を理由とした賭博罪等で逮捕勾留や刑

事罰を受けることが想定されます。 

ここ数年、オンラインカジノ関連のニュースが相次いでおり、企業の

評判に影響することも考えられます。 

企業は事実上、従業員の違法行為に関して、企業としての信頼回復の

措置や対策を講じる必要があるかもしれません。また、当該従業員に対

する処遇等を検討しなければなりません。 

②従業員の民事責任による影響 

従業員のオンラインカジノ行為の損失やトラブル等につき、企業が直

接責任を負う場面は通常は想定されません。 

ただし、従業員が企業の金銭を使い込んでまでオンラインカジノ行為

に及んでいた場合には、企業には相当な損害が生じているでしょう。こ

の場合、当該従業員には横領罪等が成立することになり、企業は当該従

業員に対して損害賠償請求権行使を検討することになります。とはい

え、企業内の資金流用は証拠関係がわかりづらいことも多く、立件され

ないケースも存在します。資金を流用する従業員には資力が乏しいこと

も多く、損害賠償金の回収が困難なケースも多いでしょう。企業は犯罪

等を未然に防ぐ取り組みが重要となります。 

また、従業員がオンラインカジノに陶酔し、借金が膨れ上がることも

あります。従業員の破産手続により、一定期間、資格制限が生じて特定

の職業に従事できなくなることもあります。貸金業者が従業員の給与を
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差し押さえるケースも存在します。企業は、裁判所より当該従業員の給

与の債権差押命令を受領したならば、当該命令に従って債権者（貸金業

者）への弁済（供託）の対応を取ります。 

③従業員に対する責任、監督等 

従業員にオンラインカジノ行為等の存在がうかがえる場合、企業はど

のような対応をすべきでしょうか。次項以降で、企業の対応を確認しま

す。 

■５．従業員にオンラインカジノ行為の疑いがある場合の企業の

対応フロー 

（１）警察に相談 

これまで述べてきたように、オンラインカジノによる賭博行為は違法で

す。企業としても警察に申告することを検討します。 

（２）懲戒処分の検討 

①オンラインカジノ疑い行為が勤務時間中である場合 

勤務時間中のオンラインカジノ疑い行為は、「賭博」に当たらないゲ

ーム等であっても、勤務時間中の私的行為であって職業専念義務違反と

なる可能性が十分に認められます。企業のパソコンの私的利用等であれ

ば職場規律違反にもなるでしょう。 

結果、企業はいわゆる懲戒処分を検討していくことになります。 

懲戒処分の検討に当たっては、勤務時間中のゲーム等の利用頻度や程

度、企業のパソコン等の私的利用の有無や程度、業務への影響などを踏

まえて、適切な処分を定める必要があります。 

当該行為が賭博罪に該当するのであれば、重い処分を定める方向の事

情になるものと考えられます。また、企業の資金流用など他の犯罪や問

題行為が認められる場合も同様です。 

②オンラインカジノ疑い行為が勤務時間外である場合 

企業は、いわゆる私生活上の行為、プライベートな行為には関与でき

ないのが原則で、懲戒処分の対象にはなりません。 

ただし、一般に職務遂行に関係の無い行為であっても、企業秩序に直

接的に関連し企業の社会的評価を毀損する恐れがある場合には、懲戒処

分の対象とすることは考えられます。 

従業員がギャンブル依存症を抱えて体調不良となったり、従業員の刑

事手続をきっかけとしてオンラインカジノ行為等が発覚したりすること

も考えられます。従業員が他の従業員にオンラインカジノを勧誘してい
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るなど、職場環境に影響を及ぼしているケースも考えられます。 

勿論、プライベートな行為が発端ですので、事実確認から処分に至る

まで、企業としては慎重な対応をせざるを得ないケースも多いと考えら

れます。 

（３）そのほかのアプローチ 

企業は、従業員のオンラインカジノ疑い行為を認知したならば、当該行

為を断たせてオンラインカジノ行為の弊害を未然に防ぐことが重要となり

ます。 

従業員にギャンブル依存症の傾向が認められる場合には、産業医を含む

医療機関の受診につなげたり、従業員にギャンブル等を背景とした多重債

務問題がみられる場合には、弁護士等につなげることも有用です。 

■６．懲戒処分・解雇を検討する場合の注意点 

前述のとおり、オンラインカジノ行為自体はプライベートな行為であり、

発覚自体が遅れてしまうことも多く、発覚しても企業が直接関与することが

困難なケースも多いと考えられます。 

懲戒処分が検討できるケースでも解雇については慎重な判断が必要となり

ます。そして、懲戒処分ができる場合の考慮要素としては、次のようなもの

が考えられます。 

（１）オンラインカジノ行為に関する事情 

行為の内容、行為態様（勤務時間内外）、期間や頻度、金銭の出所、

刑事手続の進行状況（処罰結果） 

（２）企業側の事情 

企業種類や規模、就業規則の内容、担当業務の内容 

（３）損失や影響 

企業への影響（信用面）、業務や同僚への影響（秩序面）、報道等

による影響、取引先や顧客等への影響 

（４）従業員の事情 

勤務年数、非違歴、他の非違行為（余罪）の有無、欠勤の有無、

反省状況 

■７．再発防止と社内体制の見直し 

（１）オンラインカジノに関与しない環境構築 

現在の学校教育では、SNS との関わり、パソコンの使い方など教育の充

実化が進んでいます。これまで述べたように、オンラインカジノに関し、

国や地方公共団体でも取り組みが進んでいます。 

しかし、まだまだオンラインカジノの違法性や危険性を認識しない者は
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多い状況です。企業は、国や地方公共団体の施策を注視していく必要があ

ります。 

そして、企業内ルールを再確認することも重要だと考えられます。従業

員に貸与するパソコンの使用方法、企業内の金銭管理ルールについて改め

て確認することも重要です。従業員のオンラインカジノ行為をできる限り

阻止する環境を再構築することが望ましいと思います。 

さらには、企業内外研修の実施など、オンラインカジノの危険性等を周

知し、良好な就労環境の構築することも考えられます。 

（２）オンラインカジノ依存従業員に対する対策、専門家との繋がり 

企業の産業医、カウンセラー、相談員、各種専門家との関わりの強化も

必要です。傷病手当制度、休業制度の構築や周知など、従業員に対する制

度的フォローも有効といえるでしょう考えられます。オンラインカジノ依

存症の疑いのある従業員については、医師等の指導を得て、従業員に安心

して休業して治療に専念してもらう機会を確保することが望まれます。 

従業員自身が単独でこっそりとオンラインカジノ行為に及んでいるケー

スも多く、他人の目が入りづらいことも多いです。オンラインカジノ行為

を止めてもらうには家族の協力が必要なケースもあると思います。 

（３）就業規則の周知、懲戒処分の強化等 

オンラインカジノは違法行為であり懲戒処分の対象となることを周知し

ていくことも重要です。 

勿論、オンラインカジノ行為自体を直接的に記載するような就業規則の

修正もあるでしょう。 

企業が従業員に向けて周知していたにも関わらず、従業員のオンライン

カジノ行為が発覚した場合には重い懲戒処分を科す方向の要素にもなるで

しょう。 

（４）情報収集 

各省庁や業界団体がオンラインカジノ問題に取り組んでいます。これら

をきっかけに最新の情報を得ておくことも重要です。以下は一例です。 

① 首相官邸ホ

ームページ 

「ギャンブル等依存症対策推進本部」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izon

sho/index.html 

② 警察庁 web

サイト 

「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です！」 

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onl

inecasino/onlinecasino.html 

③ 消費者庁ウ

ェブサイト 

「日本国内ではオンラインカジノに接続して賭博を行

うことは犯罪です！」 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_p

olicy/caution/caution_030/ 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izon
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onl
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_p
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④ こども家庭

庁 web サイ

ト 

「オンラインカジノの違法性等を周知・啓発するため

の取組～オンラインカジノは犯罪です！」 

https://www.cfa.go.jp/policies/youth-

kankyou/online-casino 

⑤ 総務省 web

サイト 

「【身近な人と一緒に考えよう】オンラインカジノは

犯罪です！インターネットトラブル事例集上手にネッ

トと付き合おう！～安心・安全なインターネット利用

ガイド～」 

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/

trouble/reference/reference08.html 

⑥ 金融庁 web

サイト 

「オンラインカジノは、あなたの身を滅ぼします」 

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/chuui_onlin

ecasino.html 

⑦ 厚生労働省

web サイト 

「依存症の理解を深めるための普及啓発事業」 

https://www.mhlw.go.jp/izonshou/tokusetsu.html 

■８．おわりに 

企業にとって、従業員のオンラインカジノ行為と事業関連性が薄いことも

あり、その発覚は遅れがちです。しかしながら、従業員のオンラインカジノ

行為によって、企業が影響を受けてしまうことが多いのも事実です。 

国や地方公共団体によるオンラインカジノ対策は現在、急ピッチに進めら

れていますが、オンラインカジノの疑いのある従業員が直ちに減ることは無

いように思われます。 

企業も従業員のオンラインカジノ行為の弊害防止策に多種多様な措置の検

討も必要で、実は非常に悩ましい問題です。 

企業としては、この問題に毅然とした態度で臨めるように、最新の情報を

得て備えておく必要があるでしょう。 
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